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今月号のあらまし 

 

Ⅰ 国会提出予定の農業関連９法案、閣議決定 

３月９日、政府は土地改良法と農薬取締法の改正案を閣議決定し、国会提出

予定の農業関連９法案すべての閣議決定を終えた。９法案の国会審議は予算成

立後の４月以降に本格化する見通しとされているが、森友問題で与野党の対立

が激化しており、国会審議が遅れる見通しである。 

 

Ⅱ ＴＰＰ １１カ国が署名 

３月８日、米国を除くＴＰＰ参加１１カ国はチリで「ＴＰＰ１１」に署名し

た。参加各国は国内の承認手続きを本格化させ、早期の発効を目指す。ＴＰＰ

１１は６カ国が国内手続きを終えた６０日後に発効することになるため、日本

政府は３月中に今国会に協定承認案と関連法案を提出し、６月までの成立を目

指す。 

 

Ⅲ ３０年度県予算・施策に関する重点要請への措置状況 

３０年度の県農林水産関係予算の一般会計総額は、前年比１０．３％増の 

７６０億円となった。県は「食と緑の基本計画２０２０」に基づき、ＪＡグル

ープ、農業者等と役割分担し、連携、協同して取り組んでいくとしている。 

 

Ⅳ 「地域の農林水産業振興促進議員連盟」が発足 

３月１５日、自民党の国会議員有志による「地域の農林水産業振興促進議員

連盟」が発足した。中山間地域・離島対策や、農業従事者の高齢化対策、農協・

漁協・森林組合の役割評価と活性化策などの検討を進め政策実現を目指す。 
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Ⅰ 国会提出予定の農業関連９法案、閣議決定 
― 与野党対立激化、国会審議が遅れる見通し ― 

 

１．農業関連９法案の動き 

〇 政府は今国会に農業関連で９法案を提出する予定である。 

（主な法案の概要は「農政をめぐる情勢」前月号を参照） 

 

○ ３月９日、政府は土地改良法と農薬取締法の改正案を閣議決定し、９法案

すべての閣議決定を終えた。 

 

○ ９法案の国会審議は予算成立後の４月以降に本格化する見通しとされて

いるが、「森友学園」をめぐる問題などにより、与野党の対立が激化してお

り、国会審議が遅れる見通しである。 

 

 

２．農政をめぐる当面の見通し 

〇 農政の年間スケジュールとして、例年の動きからすると６月上旬に「規制

改革推進に関する答申」（規制改革推進会議）、「骨太方針」（経済財政諮問会

議）、成長戦略としての「未来投資戦略」（未来投資会議）が示される。 

 

○ その後、８月末に翌年度予算の概算要求・税制改正に関する省庁要望が決

定し、秋の与党での政策議論を経て、年末に予算・税制の閣議決定がされる。 

 

○ また、平成３１年（２０１９年）は食料・農業・農村基本計画の見直しが

行われる。組合員・消費者・国民が望む食料・農業・農村政策が実現するよ

う、国等に働きかけていく必要がある。 
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Ⅱ ＴＰＰ １１カ国が署名 
― 政府は今国会で承認、年内発効を目指す ― 

 

〇 ３月８日、米国を除くＴＰＰ参加１１カ国はチリで「ＴＰＰ１１」に署名

した。協定文が確定し、各国は国内の承認手続きを本格化させ、早期の発効

を目指すと報道されている。 

（内閣官房ＴＰＰ等政府対策本部作成資料は別紙１の通り） 

 

【署名式後の茂木大臣ぶら下がり記者会見・抜粋（３月８日チリ）】 

 

（記者）発効の時期について、先ほどの共同会見では１８年中にでもという

発言が多くの国からあった。大臣の中で、最も良いシナリオとしては１８

年の発効ということか。 

（大臣）早い方が良いと思っている。それぞれの国の国内手続き次第だが、

今日の一連の会談、閣僚会合等々を通じて、私が感じたのは、期待した以

上に早いペースで各国は色んな手続を進めていると思っている。 

 

（記者）アメリカが再交渉の意向を示したとき、どれだけ凍結条項を変えら

れるのか、特にアメリカと厳しい交渉となった農業分野について変更する

マージンがまだあるのか聞かせてほしい。 

（大臣）ＴＰＰは極めてハイスタンダードであると同時に各国の様々な利益

を調節したバランスの取れた、いわばガラス細工のような協定であり、そ

この中で一部だけを取り出して再交渉をする、更には修正をするというこ

とは極めて困難だと思っている。ただその上で、アメリカの考えは機会を

見て聞いてみたいと思っている。 

 

（記者）内容を変える余地は若干はあるのか。 

（大臣）今申し上げたとおり。 

 

 

 

○ ＴＰＰ１１は６カ国が国内手続きを終えた６０日後に発効することになる

ため、日本政府は３月中に今国会に協定承認案と関連法案を提出し、６月ま

での成立を目指す。 
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Ⅲ ３０年度県予算・施策に関する重点要請への措置状況 
― 県農林水産関係予算、前年比１０．３％増の７６０億円 ― 

 

○ ＪＡグループ愛知では、平成３０年度県予算・施策について、昨年９月には県農

林水産部長及び自由民主党愛知県議員団農政議員連盟に、１２月には農政議員連盟

との連名で愛知県知事に対して要請を行ってきた。２月２０日に開催された農政議

員連盟総会において、予算・施策要請の重点（知事要請）事項についての、農林水

産関係県予算の措置状況（予算計上）が報告された。 
 
○ ３０年度の県農林水産関係予算の一般会計総額は、前年比１０．３％増の７６０

億円となった。県は「食と緑の基本計画２０２０」に基づき、ＪＡグループ、農業

者等と役割分担し、連携、協同して取り組んでいくとしている。 
 
○ ＴＰＰ等関連対策として国の２９年度補正予算で措置され、各地域のクラスター

協議会の計画に基づき畜産の施設整備を支援する畜産クラスター事業については

１５億４千万円、産地の高収益化に必要な施設整備や機械の導入に支援する産地パ

ワーアップ事業については、１１億３千万円が計上され、国際競争力強化を進める。 
 
○ また、昨年に引き続き、全国有数の本県農業のさらなる生産力向上、競争力強化

を目指して、農作物の産地が１０年後に目指す姿を見据え、栽培技術・機器の実証

などに取り組む農業生産力パワーアッププロジェクト推進事業に１，２００万円、

「あいち型植物工場」の整備費に１億１，２００万円が措置された。 
 
○ さらに、５４年連続花き産出額全国１位を誇る「花の王国あいち」を幅広くＰＲ  

し、あいちの花の需要拡大を図るため、県民参加型の花のイベント｢あいち花フェ

スタ｣を豊橋市・田原市で開催するとともに、豊明花き市場において、海外バイヤ

ーが参加する花き展示商談会に出展するなど、花の需要拡大に１，４００万円が措

置された。 
 
〇 しかし、ＪＡグループが特に重点事項として要求してきた、産地間競争の強化に

対応するための県単独補助事業の増額については措置されず、本県農業の振興に課

題を残した。 
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Ⅳ 「地域の農林水産業振興促進議員連盟」が発足 
－ 地域政策を重視した提言を検討 － 

 

○ ３月１５日、自民党の国会議員有志による「地域の農林水産業振興促進議

員連盟」が発足した。中山間地域・離島対策や、農業従事者の高齢化対策、

農協・漁協・森林組合の役割評価と活性化策などの検討を進め、政策提言を

行っていく。 

 

【主な役員】 

会長：竹下亘総務会長 

顧問：森山裕国会対策委員長、吉田博美参院幹事長 

幹事長：宮下一郎 

事務局長：山田俊男 

副会長：吉川貴盛、金田勝年、後藤茂之 

幹事：赤澤亮正、亀岡偉民、岡田広、野村哲郎、山本順三 

事務局次長：青木一彦、古賀篤、岩井茂樹 

※１５日現在で７３人が参加 

 

【趣旨】（３月１５日時点の案段階の提出資料より抜粋） 

  地域の農林水産業振興促進議員連盟（仮称）の設立について 

 

１．趣旨 

近年の我が国の農林水産業は、経済・社会の国際化、自由貿易の促進のな

かで、それなりの生産を伸ばしてはいるが、その一方で海外からの農産品や

加工食品や木材製品等の輸入拡大が進み、自給率を下げるとともに、著しい

担い手の高齢化が進み、とりわけ、条件が厳しい中山間地の耕作放棄、鳥獣

被害、山の荒廃等が増大している。 

こうしたなかで、政府は国土や農地の基盤整備の強化や､需要に応じた生

産の拡大、農林水産業の担い手の育成・確保に、政策・予算対策を講じては

いるが、食料や材木等の自給率の低下が進んでいる。 

また、これまで、地域の農林水産業を支えてきた農協や森林組合、漁協等

の協同組織は、多様な活動を展開してきているが、現下の環境の大きな変化

に苦しんでいる。 

こうした事態にどう対処するか、そして、国民理解のもと、政策をどう講

じていくか、懸念を持つ有志議員による議員連盟を設立するものである。 
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〇 同連盟における主な検討事項（３月１５日時点の案段階）は次の通り。 

（詳細は別紙１の通り） 

 

・中山間地や離島等の条件不利地域対策 

規模拡大一辺倒ではなく、小規模・兼業農家、さらには地域住民など多

様な主体を含む、持続可能な地域の農林漁業の展開を支える方策の検討等 

・圧倒的な農林漁業従事者の高齢化と求められる新規就農者対策 

農業高校等の卒業生の新規就農者の確保対策のみならず、ＪＡ等による

出資型法人や公社などによる、職員としての受け入れ、担い手としての育

成の後に、他の農林漁業法人や自立経営等での独立を推進等 

・農山漁村地域の活性化のための６次産業化の振興 

農山漁村地域への食品企業等の配置による地域の農畜産物の加工促

進・販売・輸出等をすすめ、地域の雇用と所得の拡大を推進等 

・地域に基盤を置く農協・森林組合・漁協等の役割の評価と活動の活性化対策 

すでにＪＡ等が取り組んでいる地域に根ざした集落営農組織や法人の

組織化、生産・販売部会の活性化、ファーマーズ・マーケット等の展開、

協同組合間連携の強化による地域の農業・林業・水産業の振興と生活イン

フラの整備を推進、これらの活動を支える農・林・漁業協同組合の振興対

策等 

 

○ 同日、党本部で設立総会があり、衆参国会議員約３０人が出席した。竹下

会長は「経済原理だけですべてを割り切るのは学者の理論で政治ではない」

とし、農協や漁協、森林組合の役割を評価しながら「何が何でも田舎を守っ

ていこう」と呼びかけた。 

 

【３月１５日設立総会に出席した議員の主な発言・要旨】 

・農村や漁業関係を回ると本当に限界に来ていると実感する。今しっかりし

た政策対応をしなければ大変なことになる（森山裕氏） 

・自民党の政策の評価、規制改革推進会議に対する評価などをしっかり受け

止めて、取り組みを進めていくことが重要。（古賀篤氏） 

・規制改革会議が頭ごなしに言ってくることに対してのアンチテーゼ的な意

味もある（岩井茂樹氏） 

・食料安全保障の軸に議論している国も多くある。当議連でも食料安全保障

を旗印にした取り組みをお願いしたい（藤木しんや氏） 
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・地方でＪＡが果たしているライフラインの機能が失われていく危機感を覚

える。再評価できないか（滝波宏文氏） 

・経済合理性は必要である。しかし、田舎を守るために経済合理性だけで割

り算をしても田舎は守れない。きめ細かく地域の特性に合わせた政策がな

ければならない（竹下会長） 

 

〇 なお、同日、提出資料として「食料・農業・農村基本計画に基づく政策の

推進と、規制改革推進会議の提言について（メモ）」も、配布された。 

（別紙２の通り） 







食料・農業・農村基本計画に基づく政策の推進と、規制改革推進会議の提言について（メモ） 
 
 
食料・農業・農村基本計画（平成 27年 3月策定） 
～食料・農業・農村 これからの 10年～ 

農林水産業・地域の活力創造プラン 
（平成 25年 12月決定、平成 29年 12月最終改訂） 

食料・農業・農村政策審議会で議論 与党で議論 
【施策推進の基本的な視点】 
〇食料・農業・農村基本法の基本理念の実現に向けた施策の

安定性の確保 

〇食料の安定供給の確保に向けた国民的議論の深化 

〇需要や消費者視点に立脚した施策の展開 

〇農業の担い手が活躍できる環境の整備 

〇持続可能な農業・農村の実現に向けた施策展開 

〇新たな可能性を切り拓く技術革新 

〇農業者の所得向上と農村のにぎわいの創出 
 

【食料自給率の目標】 
カロリーベース：39%（H25）→ 45%（H37） 

生産額ベース：65%（H25）→ 73%（H37） 

食料自給力指標（食料安全保障に関する国民的議論の喚起） 
 

【講ずべき施策】 
１．食料の安定供給の確保 

〇総合的な食料安全保障の確立と国際交渉への戦略的な対応 

〇食品の安全確保と消費者の信頼の確保 

〇食育の推進と消費拡大、「和食」の保護・継承 

〇新たな価値の創出による需要の開拓 

〇グローバルマーケットの戦略的な開拓 
 

２．農業の持続的な発展 

〇法人化等を通じた経営発展の後押し 

〇担い手の育成・確保、女性農業者のための環境の整備 

〇農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・

集約化と農地の確保 

〇経営所得安定対策の推進、収入保険制度等の検討 

〇農業生産基盤整備の推進 

〇生産・供給体制の改革 

〇生産・流通現場の技術革新等の推進 

〇環境政策の推進 
 

３．農村の振興 

〇多面的機能支払制度の着実な推進と、地域資源の維持・継

承等 

〇多様な地域資源の積極的活用による雇用と所得の創出 

〇都市農村交流や農村への移住・定住等の促進 
 

４．東日本大震災からの復旧・復興 

〇地震・津波災害、原子力災害からの復旧・復興 
 

５．団体の再編整備 

〇農業協同組合・農業委員会の改革 

【検討の視点】 
１．農山漁村の有するポテンシャル（潜在力）を十分に引き出

すことにより、農業・農村全体の所得を今後 10年間で倍増さ

せることを目指し、我が国全体の成長に結びつけるとともに

美しく伝統ある農山漁村を将来にわたって継承していくこと 

２．消費者の視点を大切にし、農林水産業者が経営マインド（経

営感覚）を持って生産コストを削減し収益の向上に取り組む

環境を創り上げること 

３．チャレンジする人を後押しするよう、規制や補助金などの

現行の施策を総点検し、農業の自立を促進するものへと政策

を抜本的に再構築すること 
 

【政策の展開方向】 
１．国内外の需要を取り込むための輸出促進、地産地消、食育

等の推進 

２．6次産業化等の推進 

３．農地中間管理機構の活用等による農業構造の改革と生産コ

ストの削減 

４．経営所得安定対策の見直し及び日本型直接支払制度の創設 

５．農業の成長産業化に向けた農協・農業委員会等に関する改

革の推進 

６．更なる農業の競争力強化のための改革 

７．人口減少社会における農山漁村の活性化 

８．林業の成長産業化と森林資源の適切な管理 

９．水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化 

１０．東日本大震災からの復旧・復興 

 

 

規制改革推進会議等による提言 

改革中心の議論 
H25.11  「農業基本政策の抜本改革について」（産業競争力会議からの提言） 

    〇補助金等に依存しない自立した農業を実現するため、米の生産調整の

廃止、米の直接支払交付金の廃止、収入保険制度の導入等を提言。 
 

H26.5   「農協改革に関する意見」 

    〇中央会制度の廃止、全農の株式会社化、信共分離による代理店化、理

事会の見直し、准組合員の事業利用制限などを提言。 
 

H28.4   「生乳流通等の見直しに関する意見」 

〇全ての生産者が、生産数量・販売ルートを自らの経営判断で選択でき

るよう、補給金交付を含めた制度面の制約・ハンディキャップをなく

すとともに、現行の指定生乳生産者団体制度を廃止すると提言。 
 

H28.10  「生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直し」等

に向けた施策の具体的な方向 

    〇生産資材価格の引下げ、肥料・農薬・機械・種子等の法制度について

合理的理由のなくなっている規制の廃止、農産物の直接販売の推進、

卸売市場法に基づく時代遅れの規制の廃止等を提言。 
 

H29.11  「卸売市場を含めた流通構造の改革を推進するための提言」 

〇「生産者が必要とする機能を自由に選び戦略的に使う選択肢の一つと

して卸売市場をとらえ直した上で、卸売市場等流通制度を改革すべ

き」としたうえで、認可から認定へ、受託拒否の禁止や第三者販売の

禁止等の規定を一律に適用すべきでない等と提言。 

 

農業競争力強化プログラム（平成 28年 11月決定） 
 
農業者が自由に経営展開できる環境を整備するとともに、
農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決する。 

 

〇生産資材価格の引下げ  〇土地改良制度の見直し 
〇流通・加工の構造改革  〇農村の就業構造の改善 
〇人材力の強化      〇飼料用米の推進 
〇戦略的輸出体制の整備  〇肉用牛・酪農の生産基盤強化 
〇原料原産地表示の導入  〇配合飼料価格安定制度の 
〇チェックオフ導入の検討  安定運営 
〇収入保険制度の導入   〇生乳の改革 
 

（プランに反映） 

（参考）  日本経済調査協議会の報告書（平成 29年５月） 

「日本農業の 20年後を問う」～新たな食料産業の構築に向けて～ 
 

（以下は、提言内容の要約） 
 
〇農地法の廃止        〇他産業・異分野の農業参入の促進  
〇利用されない農地の課税強化 〇競争原理の導入による経営意識の強化 
〇外国人労働者の受け入れ促進 〇米の生産調整の廃止、食糧法の見直し 
〇地方卸売市場の解体整備   〇農産物関税の撤廃による輸出拡大 
〇農業政策から地域政策の切り離し など 

（参考）     国家戦略特区による規制改革事項 
 
〇企業による農地取得の特例 
  ⇒農地所有適格法人以外の法人に農地の取得を認める特例 

〇農業委員会と市町村の事務分担 
  ⇒農地の流動化に向け、農業委員会の農地の権利移動の許可事務を市町村へ 

〇国有林野の貸付面積の拡大 〇漁業生産組合の設立要件の緩和 
〇農業支援外国人材の受入れ 〇ドローンの農薬散布の手続き要件の明確化 
〇農家レストランの農用地区域内設置の容認 など 
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別紙２ 


